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の手法を用い.各 要因のもつ特性相互間における親近性の強弱 を尺度として.風 致施業の選

択基準を求めようとするものであるoそ のために必要な実証的研究を併せ行ないら自然休養

林の地帯区分とその各施業法の選択に関する技術開発の基礎 とすることをねらいとする。

(2)研 究成果

1)判 別関数法樋 用 し、風鰹 備地区④ と施業纏 地区@と の間に鮒 る小班面積基勧

設定指標を、育林施業効率上か ら④は2ha以 下oは5ha以 上 とすることの根拠を確認 しえ

た。植栽方式、植栽方法などについても新知見 をえた0

2)利 用者の環境生態を空間から把握する手法に.ア ンケート調査を繰返 し実施 し.④ 住環

境 と所得構造 と休養林 とのコントラス トによる吸引力の差は、たおむね100Km半 径では

到選時間に左右されること。o滞 留時間 。利用目的 。交通手段か らの日帰 り型 。一 泊型な

どの類型判別の可能性、㊦性別 。年令別 。集団の大小などから休養林内の行動圏 。施設の

利用度の差異が.ほ ぼ区分できる見透 しをつけえた0

5)路 傍修景用施業の効果判定のために.自 然休養林内の主要滞留地帯に、間伐 。枝打 。

植込などを実施 して、景観造成と生長増進の併行施業の事例研究を行なつたo

(3)研 究発表

1)自 然休養林施業の事例的研究(1[)。(moag80回 目、日本林学会大会講演集 昭和44年4月

2)菊 池漢谷に沿ける風致保護林の森林構成 日本林学会九州支部研究論文集

第22号 昭和44年5月

5)自 然休養林に関する基礎的研究(1)日 本林学会九州支部大会 昭和44年10月

4施 業 計 画 の 変 遷(1)

塩 谷 勉 。青 木 尊 重

(1)ヤ クスギ取扱い思想の変遷

大正10年 の 「屋久島国有林経営の大綱」(山 林局通牒)は.屋 久島国有林開発の基本方

針を示 したものであつて、地元島民の生業と森林開発 との関係を広 く大 きく配慮することに

よつて、島民の生活 に光明を与え ようとする政策的な意義が深 く識 りこまれていた。

このような意図をふまえて、大正10年 の第1次 編成の施業案はスター トしたのである。

そこでこれか ら、特 にヤクスギを中心としてみた施業案の移b変 りをた どつてみようo

大正10年 の第1次 編成施業案においては.ヤ クスギの生木は禁伐(枯 立木を含む)と し.

伐株 。伐倒木のみ採材することとす る一方.ヤ クスギの後継樹対策 と木材生産 を企画 したo



そ こで中腹以上では皆伐慶よび保残木作業によ参スギの上方ならびに側方天然下種更新 をは

か鉱 中腹以下では皆伐に よbxギ を主 とした生産期闘を1oo年 とする人工植栽を行な う

こととしだo

っいで昭和5年 の一部修正案では覧東事業区の大径木保残方式を林分存置方式に改めだo

それは.現 実林を実査 してみたところha、当b85本 程慶 しか立つていないことが明 らかと

な鉱 当初案に示されだ大経木をh凝 当b100本 も保残することは事実上到底不可能なこと

であ鉱 まだその ようにす ると林冠の疎開が少な 仁 稚樹が発生 しないだめ、やむなく瓢ス

ギをha当b朽 ～20本 保残することに改めたo

っ椿で昭勲6・7年 の第一一次検訂案では。ヤクスギは再生不可能の宝物的資源 なので.そ

の立木の伐採は出来る限 り避けることとして.ヤ クスギ造成のための保残木作業級の設定さ

えも一応は考慮 してみたが、それは諸般の事情で実現するまでには至 らなかつた。しかしな

が ら積極的に.=xギ 大径木の群状保残(ha当bl5～20本)とreミ ・ツガの孤立木の伐

採をはかると同時に、上方ならびに側方天然下種更新の成功を期 して地推は極力丁寧にする

こととし、まだ立地的に優良な林地は入工植栽に よることとしたo

さ らに昭莉16年 の第二次検訂案で も.ほ ぼ第一次案を踏襲 しだoす なわち.ヤ クスギは

伐採せずに.コ スギの保残に努める一方、立地の良好な林地敏皆伐 し.そ の他の林地(尾 根

筋など)は 点状 まだは群状択伐として.伐 期令は1oO年 で、針葉樹帯の皆伐跡地はスギを

主 とする天然更薮を.広 葉樹帯の皆伐跡地はスギの槌栽を.広 葉樹帯の択伐跡地は天然更新

を進めていつだo

しかしながら昭和52年 の第一次編成経営案では.ヤ クスギに関 しての特記事項 もなく"'

伐採は皆伐壕更新はスギ主体の人工植栽 と大 きな変化を示 した。

以上からza国有林の事業が開始されだ大正10年 以降昭和32年 編成の経営計画に至るま

での推移を通覧すると.屋 久島国有林に対する林野当局の態度が時代とともに大 きく変化 し

てきだことがわかるoす なわち嶺一つは、

彰噂 ヤクスギに対する取 り扱い思想の変化 であるo

大正19年 当初は.ヤ クスギに対する管理思想は全 く慎重であつkorヤ クスギは人工的

に造成できないoJrヤ クスギは天然記念物であb、.ま た学術参考資料 としでも貴重なもの

であるo」 よつて、生立木は絶対に伐採 しないこととし.た とえ枯立木といえ ども採木 しな

い という基本方針を樹立 しだoわ ずかに.伐 株か伐倒木だけを採木の対象に限定 していだの

であるo国 運をかけた太平洋戦争になつた昭和16年 の検訂のときでさえ も、ヤクスギの生

木は伐採を許さなかつたのである。



それが戦後になると、ヤクスギに対する特別の管理方針は計画案の上に特記されなくなり.

「ヤクスギに対する保護管理の特定方針は企画上の表示対象 とはならな くなつ党」とみなけ

ればならないo言 い方を変えれば、ヤクスギは一般林木 と同様の取扱いをうけるように左つ

たとい う意味になるoつ ぎは.

ω ヤクスギ林に対する取扱い方針の変化であるo

初め国有林では、ヤクスギの後継樹養成さえも考えたほど、その保存を慎重にしていた。

またヤクスギの保存 とともに.コ スギを保残木 として一定の規準を定めて残 し.こ れをペ

ースにしてできるだけ天然更新によつて森林の維持を実現するように努力しつづけてきたo

加えて当初は.皆 伐作業による人工植栽は優良立地に限 られていたoだ がその後、 コスギ

の保残率と更新状況 を検討 して残存率を少なくし、天然更新の成功を期 したが、思わしい成

果をあげるまでには至らなかつた。 しか しその後も魅作業は皆伐と点状択伐 と群状択伐 とを

地域選択的に採用することにして、スギ林の再造成に努力を積み重ねていつたし、伐期令 も

終始100年 をつづけてきたのである。

(ウ}作 業地域の前進

国有林の森林開発作業は、前岳か ら次第に奥岳に向つて進み.昭 和16年 頃から全島国有

林のすべてが作業対象地域 として計画に上b.昭 和26年 には奥岳の大部分が対象になつた。

国 木材増産の必要からくる皆伐作業 ・人工植栽主義への転換

作業級 としては噂初めの皆伐喬林作業から終戦後は皆伐用材林作業と名称の変更がなされ

たけれども、本質的には更新 を実際に考慮 した作業か ら伐採第一主義.す なわち木材生産第

一主義 もしくは作業本意の体制に移行していつたことは事実である。 しかもそれは戦時中で

さえも表面には大 きく出なかつたものが、終戦俵、年毎に木材増産の圧力の反映としてそれ

が現われ、昭和26年 編成時にははつきbと 計画案として実行線上にのぼつたのである。

日本経済は昭和25年6.月 の朝鮮戦争の勃発にょつて同27年 まで消費景気がつづき.一

般用材の国内需要量は昭和21年 の2,000万 ㎡が同25年 には5,600万 ㎡へと急増 し.

木材価格指数は21年 の16.2が25年 に231.8.そ れが26年 には542。7C'Ctlね 上b.

卸売物価指数の542.5ft上 廻るようにな外 木材の相対価格 も特増の方向に向 う異常状態

を呈 しは じめていたのである。この趨勢が昭和50年 代へ と展開されていつた結果、森林伐

採 もまだ華 々しく取 り上げ られて前進を開始 してい くことになつたのである。


